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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処方される薬剤に関するトリガー情報が記載された印刷媒体と、
　薬剤に関する情報を表示する電子機器とを含み、
　前記電子機器は、
　前記トリガー情報を撮像する撮像部と、
　前記薬剤に関する薬剤情報を表示する表示部と、
　前記印刷媒体の前記トリガー情報が前記撮像部により撮像された場合に、前記表示部に
おいて、撮像された前記トリガー情報の表示位置に、当該トリガー情報を表示することな
く、前記トリガー情報によって特定される前記処方される薬剤のうち、現在時刻が前記薬
剤に関する情報において服用タイミングに該当していると判定された現在服用すべき薬剤
情報を撮像画像に重畳して表示する制御部と、を備える、
　ことを特徴とする薬剤服用支援システム。
【請求項２】
　前記制御部は、
　現在時刻が、前記処方される薬剤に含まれる薬剤の服用タイミングに該当する場合に、
現在服用すべき薬剤情報をプッシュ通知することを特徴とする請求項１に記載の薬剤服用
支援システム。
【請求項３】
　処方される薬剤に関するトリガー情報が記載された印刷媒体と、薬剤に関する情報を表
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示する電子機器とを含み、前記電子機器は、前記トリガー情報を撮像する撮像部と、前記
薬剤に関する薬剤情報を表示する表示部と、を備える薬剤服用支援システムで実行される
薬剤服用支援方法であって、
　前記印刷媒体の前記トリガー情報が前記撮像部により撮像された場合に、前記表示部に
おいて、撮像された前記トリガー情報の表示位置に、当該トリガー情報を表示することな
く、前記トリガー情報によって特定される前記処方される薬剤のうち、現在時刻が前記薬
剤に関する情報において服用タイミングに該当していると判定された現在服用すべき薬剤
情報を撮像画像に重畳して前記表示部に表示する薬剤服用支援ステップ、
　を含むことを特徴とする薬剤服用支援方法。
【請求項４】
　処方される薬剤に関するトリガー情報が記載された印刷媒体と、薬剤に関する情報を表
示する電子機器とを含み、前記電子機器は、前記トリガー情報を撮像する撮像部と、前記
薬剤に関する薬剤情報を表示する表示部と、を備える薬剤服用支援システムにおける電子
機器を制御するコンピュータに、
　前記印刷媒体の前記トリガー情報が前記撮像部により撮像された場合に、前記表示部に
おいて、撮像された前記トリガー情報の表示位置に、当該トリガー情報を表示することな
く、前記トリガー情報によって特定される前記処方される薬剤のうち、現在時刻が前記薬
剤に関する情報において服用タイミングに該当していると判定された現在服用すべき薬剤
情報を撮像された前記トリガー情報に重畳して前記表示部に表示する薬剤服用支援機能、
　を実現させることを特徴とするプログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤の服用を支援する薬剤服用支援システム、薬剤服用支援方法及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、薬袋や指導箋（薬剤情報提供文書）等に調剤された薬剤の名称、薬剤の形状写真
、薬剤の効能、服用方法、注意事項（副作用等）等の処方情報を印刷することにより患者
が誤った服用をしないような手段がとられている（例えば、特許文献１参照）。
　ところが、患者が処方された指示にしたがって薬剤を服用しようとしても、薬剤を服用
できないことがある。例えば、食後３０分の服用あるいは食間の服用が指示されている場
合等は、服用のタイミングを逸してしまうこともあり、処方箋に指示されたとおりの時間
に確実に薬剤を服用することは困難であった。
　また、服用する薬剤の種類や量が多く、服用すべきタイミングにもばらつきがある場合
、例えば、ある薬剤だけ服用することを忘れたり、服用量を間違えたり、異なる薬剤を間
違えて服用するといったミスが発生しやすい。
　そこで、患者にたいして、電子メールにより薬剤の服用タイミングを通知する服用支援
システムがある（特許文献１、特許文献２）。
【０００３】
　特許文献１に記載された発明は、薬剤の服用を促す電子メールを服用予定の時間に患者
の携帯端末に自動的に送信し、それに対して患者は服用したことを返信メールで返信する
ものである。そうすることで、患者が薬剤の服用を忘れないように支援するものである。
　同様に、特許文献２に記載された発明は、外部サーバが、処方情報に基づいて服用タイ
ミングが近づいていることを判断し、薬剤の服用タイミング情報を使用者に通知するもの
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００７－１２２１８３号公報
【特許文献２】特開２０１５－０２４０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２に記載されている発明の場合、薬剤の服用を
電子メールによって通知しているため、特に複数の薬剤を処方されている場合等には、患
者はいずれの薬剤を服用すべきか、直感的かつ的確に理解することが困難である。
　また、患者は服用時刻に通知される電子メールを開封することを忘れることもあり、そ
の結果、薬剤を飲み忘れる可能性がある。また、電子メールは、インターネット上、メー
ルサーバを介して送受信されることから、電子メールが送信されてから受信されるまで、
遅延する可能性もある。その結果、服用タイミングを逸する可能性がある。
【０００６】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、患者が現在服用すべき薬剤を
、直感的かつ的確に理解できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様の薬剤服用支援システムは、
　処方される薬剤が記載された薬袋と、薬剤に関する情報を表示する電子機器とを含む薬
剤服用支援システムであって、
　前記薬袋には、
　前記薬袋に対応するトリガー情報が記載され、
　前記電子機器は、
　前記トリガー情報を撮像する撮像部と、
　前記薬剤に関する薬剤情報を表示する表示部と、
　前記薬袋の前記トリガー情報が前記撮像部により撮像された場合に、前記トリガー情報
によって特定される前記薬袋に包装される薬剤のうち、現在服用すべき薬剤情報を撮像さ
れた前記トリガー情報に重畳して前記表示部に表示する制御部と、を備える、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、患者は現在服用すべき薬剤を、直感的かつ的確に理解することが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】薬剤服用支援システムのシステム構成を示す概念図である。
【図２】トリガー画像を有する薬袋の例を示す図である。
【図３】電子機器の構成を示す図である。
【図４Ａ】薬袋に電子機器により薬袋を撮像したときに表示部に表示される、現在服用す
べき薬剤の薬剤服用管理データの表示例を示す図である。
【図４Ｂ】現在服用すべき薬剤の情報データの種別を選択させるためのガイダンス表示の
例を示す図である。
【図４Ｃ】現在服用すべき薬剤の選択された情報データを表示部に表示する例を示す図で
ある。
【図４Ｄ】服用履歴をタップした場合に、表示部に表示される服用履歴情報の例を示す図
である。
【図５】サーバの構成を示す図である。
【図６Ａ】服用支援システムによる薬剤服用支援処理の流れを示すフローチャートである
。
【図６Ｂ】服用支援システムによる薬剤服用支援処理の流れを示すフローチャートである



(4) JP 6606209 B2 2019.11.13

10

20

30

40

50

。
【図６Ｃ】服用支援システムによる薬剤服用支援処理の流れを示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　［本発明の第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
［薬剤服用支援システム１００のシステム構成］
　図１は、薬剤服用支援システム１００のシステム構成を示す概念図である。
　図１に示すように、第１実施形態に係る服用支援システムは、調剤薬局に設置された端
末（以下「薬局端末１」という）と、薬袋２と、電子機器３と、サーバ４と、ネットワー
ク５と、を含んで構成される。
【００１２】
　薬局端末１は、プリンタを備え、ネットワーク５を介してサーバ４に通信可能に接続さ
れる。薬局端末１は、制御部と各種プログラムを記憶した記憶部とを備え、制御部が各種
プログラムを実行することにより、以下に示す機能を提供する。
【００１３】
　薬局では、薬剤師が、ユーザーとしての患者の持参した処方箋を受け付け、処方箋のデ
ータを薬局端末１に入力するとともに、処方箋に記載された内容の突合に関する確認を行
う。そして、薬剤師は、処方箋にしたがって調剤を行い、処方された全ての薬剤を１枚の
薬袋２または複数の薬袋２に分けて包装する。
　この際、薬局端末１は、薬剤師の指示により、薬品情報を記憶した薬品情報データベー
ス(図示せず)から薬剤識別情報（以下、「薬剤ＩＤ」ともいう）に基づいて、薬剤の情報
データ（例えば、薬剤の画像データ、薬剤の効用、薬剤の注意事項、薬剤の副作用等）を
取得するとともに、薬剤師により薬局端末１から入力された患者に固有の情報（例えば、
服用上のアドバイス、患者個人に対するメッセージ等の伝達情報）に基づいて、薬袋２に
包装される各薬剤について、薬剤の情報データ（以下「薬剤情報データ」ともいう）を作
成する。
　薬剤情報データは、後述のサーバ４の記憶部４１の備える薬剤情報データファイル４１
１に当該患者のユーザーＩＤとリンクして格納される。
　なお、行政機関からの薬品に関する情報の更新等に対応して、薬品情報データベースの
内容が更新されるタイミングで、サーバ４は、作成された薬品情報データを適宜更新する
ことができる。
【００１４】
　ここで、薬剤師が患者に対して説明する服用上のアドバイスとは、例えば患者の携行し
ているお薬手帳を参照したうえで薬剤師が提案する患者に対する服用上のアドバイス（注
意事項）である。例えば、服用上のアドバイスとして、服用する薬剤と不適切な関係にあ
る医薬部外品に関する注意事項、アルコール飲用に関する注意事項、車両運転等に関する
注意事項等が挙げられる。
【００１５】
　薬剤師の患者に対するメッセージとは、例えば、患者の薬の服用状況について患者に注
意を促すメッセージである。例えば、処方された薬剤が処方どおり服用されている場合の
残薬量をメッセージとして表示し、残りがわずかであると推測される場合に再診を促す旨
のメッセージ、また処方された薬剤が処方どおり服用されている場合の残薬量をメッセー
ジとして表示し、実際の残薬量とのチェックを促す旨のメッセージ等が挙げられる。
　このようなメッセージは、薬袋２を作成したときばかりでなく、患者が薬剤を服用期間
中においても、薬局端末１により、サーバ４に随時アップロードすることができる。
【００１６】
　また、薬剤の情報データは、テキストのみならず、静止画、動画、音声等を含むように
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構成してもよい。この場合、静止画及び動画はカラー表示可能なものとしてもよい。また
、音声合成ソフトにより、情報データ（テキスト）を音声出力するように構成してもよい
。
【００１７】
　また、薬局端末１は、薬袋２に包装された薬剤について、患者に対して、服用すべき薬
剤に関する情報（例えば、服用すべき薬剤の名称、１回あたりの服用量等）をタイムリー
に提供するために、また患者の薬剤服用状況を管理するために、薬剤師の指示により、処
方箋に基づいて、薬剤の服用管理データ（以下、「薬剤服用管理データ」という）を作成
する。
　薬剤服用管理データは、後述のサーバ４の記憶部４１の備える薬剤服用管理ファイル４
１２に、患者のユーザーＩＤとリンクして格納される。
【００１８】
　薬剤服用管理データは、薬剤ＩＤと、薬剤の名称と、薬剤の画像データ、薬剤の１回あ
たりの服用量、薬剤の服用タイミング（例えば、朝昼夜の食前、食中、食後、就寝前、服
用間隔等）、及び服用済又は未服用の状態を示す服用状況データと、を含む。服用状況デ
ータとして、当該薬剤の処方期間の各服用タイミングにおける服用済又は未服用の状態を
記録することができる。
　そうすることで、薬剤服用管理データを、服用期間内の日にち毎に、服用すべき薬剤の
名称とその服用量とその服用状況データとを、服用する時間帯に対応させた表形式のデー
タテーブルに変換することができる。
【００１９】
　例えば、後述する図４Ｄを参照すると、処方期間が２０１５年６月１日から例えば１０
日間であって、処方内容が、朝食前の服用タイミングでＣ錠を１錠服用し、毎食（朝食、
昼食、夕食）後の服用タイミングでＡ錠を１錠、Ｂ錠を１錠、Ｄ顆粒を１包、Ｆ錠を１錠
それぞれ服用し、就寝前の服用タイミングでＥ錠を１錠服用するものである場合、処方期
間内の各日にち毎の所定の服用タイミングに、服用すべき薬剤の名称、及び服用量を対応
させた表形式のデータテーブルとして表現することができる。なお、図４Ｄは、現在時刻
が６月６日とした場合の、６月１日から６月６日の昼食後の服用タイミングまでの服用状
況を表形式のデータテーブルとして表示している。
【００２０】
　次に、薬剤服用支援処理に使用されるトリガー画像２Ａについて説明する。トリガー画
像２Ａは、その薬袋に関して処方された薬剤全体の服用を管理及び支援するための情報に
対応付けられている。
　トリガー画像２Ａとは、電子機器３によって認識されることにより、後述する電子機器
３の機能の動作を開始させるトリガー、あるいは、電子機器３にインストールされている
アプリケーションプログラムを起動させるトリガーとなる画像である。
　具体的には、薬剤服用支援処理に使用されるトリガー画像２Ａとして、ＡＲ（Ａｕｇｍ
ｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ）マーカー、バーコード、２次元コード（ＱＲコード（登録
商標）等）を使用することができる。
【００２１】
　トリガー画像２Ａは、少なくとも薬袋を識別する薬袋識別情報（以下「薬袋ＩＤ」とい
う）を含むように構成されることが好ましい。具体的には、例えば、２次元コード（又は
バーコード、テキストデータ）によって、薬袋ＩＤを符号化することが好ましい。そうす
ることで、トリガー画像２Ａは、薬袋を識別する薬袋ＩＤを電子機器３に対して提供する
ことができる。
　薬局端末１は、薬剤師の指示にしたがって、トリガー画像２Ａを生成する。
【００２２】
　以上のように、薬局端末１は、患者に処方する薬剤に対して、薬剤ＩＤをキーとして、
薬剤情報データを含むレコード（「薬剤情報データレコード」という）を生成し、後述す
るサーバ４の記憶部４１の備える薬剤情報データファイル４１１に格納又はアップロード
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する。
　すなわち、薬剤情報データレコードは、薬袋２に含まれる薬剤毎に、薬剤ＩＤをキーと
して、薬剤の名称、薬剤の画像データ、薬剤の効用、薬剤の注意事項、薬剤の副作用、薬
剤師による服用上のアドバイス、薬剤師による患者個人に対するメッセージを含むように
構成することができる。
【００２３】
　また、薬局端末１は、患者に処方する薬袋２に対して、薬袋ＩＤを付与し、当該薬袋Ｉ
Ｄをキーとして、薬剤服用管理データを含むレコード（「服用管理レコード」という）を
生成し、後述するサーバ４の記憶部４１の備える薬剤服用管理ファイル４１２に格納又は
アップロードする。
　すなわち、薬剤服用管理レコードは、薬袋ＩＤをキーとして、当該薬袋に包装される薬
剤毎に、薬剤ＩＤ、薬剤の名称と、薬剤の画像データ、薬剤の１回あたりの服用量、薬剤
の服用タイミング、及び薬剤の服用状況データと、を含むように構成することができる。
　なお、薬剤の名称、薬剤の画像データについては、薬剤ＩＤをキーとする薬剤情報デー
タファイル４１１から参照することができるため、服用管理レコードには含まないように
してもよい。
【００２４】
　薬局端末１は、少なくとも患者氏名と、トリガー画像２Ａとを、プリンタにより薬袋２
に印刷させる。
　図２は、トリガー画像を有する薬袋２の例を示す図である。
　図２に示すように、トリガー画像２Ａは、薬袋２の所定の領域に視認可能なように印刷
される。
【００２５】
　薬局端末１は、上記のように薬袋２に印刷されるデータを薬袋２に印刷する代わりに、
服薬指導箋に印刷させるようにしてもよい。さらに、例えば粘着シートに、薬剤の名称と
薬剤に対応するトリガー画像２Ａを印刷させてもよい。その場合、印刷された粘着シート
を薬袋２に貼付するようにしてもよい。
【００２６】
［電子機器３の構成］
　電子機器３は、例えば、スマートフォン、タブレット端末、ノート型パソコン、携帯電
話、ＰＤＡ等の携帯端末として構成される。
　図３は、電子機器３の構成を示す図である。
　図３に示すように、電子機器３は、少なくとも、制御部３０と、記憶部３１と、通信部
３２と、撮像部３３と、表示部３４と、入力部３５と、を備える。図示しないが、スピー
カと、マイクとを備えることができる。
【００２７】
　制御部３０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）、Ｉ／Ｏ等を有するマイクロプロセッサにより構成される。ＣＰＵは、ＲＯＭ又
は記憶部３１から読み出した各プログラムを実行し、その実行の際にはＲＡＭ、ＲＯＭ、
及び記憶部３１から情報を読み出し、ＲＡＭ及び記憶部３１に対して情報の書き込みを行
い、通信部３２と、撮像部３３と、表示部３４と、入力部３５等と信号の授受を行う。
　制御部３０における制御内容の詳細については、後述する。
【００２８】
　記憶部３１は、例えば半導体メモリ等で構成され、オペレーティングシステム（ＯＳ）
や薬剤服用支援のためのアプリケーションプログラム等が記憶される。なお、アプリケー
ションプログラムについては、記憶部３１に予め記憶しておく構成でもよい。また、サー
バ４から適宜取得する構成でもよい。
【００２９】
　通信部３２は、例えば、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ
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）等を有し、３ＧやＬＴＥ等の携帯電話通信網に代表される無線通信網を通じて無線通信
を行い、サーバ４と無線通信を行うことが可能に構成されている。
【００３０】
　撮像部３３は、患者の操作にしたがって、薬袋２に印刷されたトリガー画像２Ａを撮像
する。ここで、撮像部３３は、電子機器３に内蔵されるデジタルカメラ機能によって構成
されてもよい。
【００３１】
　表示部３４は、電子機器３に搭載されているディスプレイ等の表示デバイスにより構成
され、制御部３０からの指示を受けて表示情報を表示するように構成されている。
【００３２】
　入力部３５は、テンキーと呼ばれる物理スイッチや表示部３４の表示面に重ねて設けら
れたタッチパネル等の入力装置（図示せず）等で構成される。入力部３５からの操作入力
、例えばユーザーである患者によるテンキーの押下、タッチパネルのタッチに基づいた信
号を制御部３０に出力することで、所定の操作を行うことができる。
【００３３】
　スピーカは、患者に対して音声出力を行い、マイクは、患者によって発せられた音声等
を集音する。例えば、スピーカを用いて、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データを音
声合成ソフトにより、音声出力することができる。また、マイクを用いて、音声入力をす
ることができる。
【００３４】
　制御部３０は、アプリケーションプログラム（以下、「薬剤服用支援アプリケーション
」とも総称する）を実行することによって、電子機器３を所定の手段（以下、「薬剤服用
支援部」とも総称する）として機能させる。
　また、制御部３０は、薬剤服用支援アプリケーションを実行することによって、電子機
器に、所定の手順（以下、「薬剤服用支援手順」とも総称する）を実行させる。
【００３５】
　図３に示すように、制御部３０は、接続処理部３００と、トリガー画像読み取り部３０
１と、薬剤服用管理データ取得部３０２と、薬剤服用管理データ表示部３０３と、ガイダ
ンス表示部３０４と、情報データ取得部３０５と、情報データ表示部３０６と、服用履歴
照会部３０７と、を備える。
【００３６】
　接続処理部３００は、患者の携行する電子機器から、サーバ４に対してログイン処理を
行う。なお、携帯電話番号を認証することにより、自動ログインするようにしてもよい。
　接続処理部３００は、患者が正当な者であることを認証されると、薬剤服用支援処理を
行うように構成することができる。
【００３７】
　トリガー画像読み取り部３０１は、撮像部３３によって撮像された全体画像内に、トリ
ガー画像２Ａを認識し、トリガー画像２Ａを読み取り、トリガー画像２Ａに埋め込まれて
いる薬袋ＩＤを読み取るように構成される。そうすることで、トリガー画像読み取り部３
０１は、薬袋ＩＤを取得する。
【００３８】
　薬剤服用管理データ取得部３０２は、トリガー画像読み取り部３０１によりトリガー画
像２Ａを認識すると、通信部３２を介してサーバ４にアクセスして、薬袋ＩＤに対応する
、現在服用すべき薬剤の服用管理情報を取得する。
　具体的には、薬剤服用管理データ取得部３０２は、薬袋ＩＤをパラメータとして、後述
するサーバ４の薬剤服用管理情報提供部４０２に対して、薬袋ＩＤに対応する、現在服用
すべき薬剤の薬剤服用管理データの取得要求をすることにより、サーバ４（薬剤服用管理
情報提供部４０２）から、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データを取得する。
【００３９】
　薬剤服用管理データ表示部３０３は、サーバ４（薬剤服用管理情報提供部４０２）から
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取得した現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データを、表示部３４に表示する。
　例えば、薬剤服用管理データ表示部３０３は、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理デー
タを、表示部３４上に撮像されたトリガー画像２Ａの表示場所に重畳して表示することが
できる。このとき、図４Ａに示すように、薬剤服用管理データ表示部３０３は、現在時刻
及び現在の服用タイミングを表示するとともに、服用する薬剤毎に吹き出し３４１を表示
し、その中に、薬剤の名称と、薬剤の画像データ、薬剤の１回あたりの服用量を表示させ
る。
　図４Ａは、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データの表示例を示す図である。この例
では、現在時刻（午前７時３０分）、服用タイミング（朝食後）を表示し、当該服用タイ
ミングで服用すべき薬剤を全て表示する。
　これにより、患者は現在服用すべき薬剤を、直感的かつ的確に理解することが可能とな
る。
【００４０】
＜患者による履歴の入力（服用チェックボタン）＞
　図４Ａを参照すると、現在服用すべき薬剤を服用する際、現在服用すべき薬剤を表示し
た吹き出し３４１の中に表示される服用チェックボタン３４２をクリックすることで、電
子機器３（薬剤服用管理データ表示部３０３）は、当該薬剤を服用済みとするイベントデ
ータをサーバ（服用期間管理部４０３）に通知する。
　そうすることで、サーバ（服用期間管理部４０３）は、患者の当該薬剤の服用期間管理
データを最新状態に維持することができる。なお、全選択服用チェックボタン３４３をク
リックすることで、全ての吹き出し毎に服用チェックボタン３４２をクリックしたものと
することができる。これにより、薬剤を服用すべき時間帯に複数回トリガー画像が読み取
られた場合であっても、服用済みの薬剤と未服用の薬剤とが適切に表示される。
【００４１】
＜現在が服用タイミングでない場合の照会＞
　なお、現在時刻が、薬剤を服用するタイミングの時間帯に属さない場合、薬剤服用管理
データ表示部３０３は、現在は服用タイミングでない旨のメッセージを表示する。
【００４２】
＜薬剤情報データの照会＞
　図４Ｂは、現在服用すべき薬剤（Ａカプセル）の情報データの種別を選択させるための
ガイダンス表示の例を示す図である。
　また、図４Ｃは、現在服用すべき薬剤の選択された情報データを表示部３４に表示する
例を示す図である。
　現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データが、図４Ａに示すように表示された際に、患
者が服用すべき薬剤の薬剤情報データを知りたい場合、該当する薬剤の吹き出し３４１を
タップすることで、ガイダンス表示部３０４が、該当する薬剤の情報データの種別を選択
させるためのガイダンス画面を表示するように構成することができる。
　ここで、例えば、注意事項を選択することで、電子機器３（情報データ取得部３０５）
は、サーバ４（薬剤情報提供部４０１）に対して当該薬剤の注意事項の取得要求をする。
電子機器３（情報データ取得部３０５）は、サーバ４（薬剤情報提供部４０１）から当該
薬剤の注意事項を受信し、図４Ｃに示すように、情報データ表示部３０６は、現在服用す
べき薬剤（Ａカプセル）の注意事項を表示する。
　なお、薬剤の情報データについては、音声合成ソフトにより、音声出力することができ
る。
【００４３】
＜薬剤情報データの服用履歴照会＞
　図４Ｄは、服用履歴をタップした場合に、表示部３４に表示される服用履歴情報の例を
示す図である。
　現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データが表示された際に、患者がこれまでの服用履
歴状況を知りたい場合、図４Ａに示す、服用履歴の吹き出しをタップすることで、電子機
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器３（服用履歴照会部３０７）が、サーバ４（服用履歴提供部４０４）に対してこれまで
の服用履歴状況を要求する。
　そうすることで、電子機器３（服用履歴照会部３０７）は、サーバ４（服用履歴提供部
４０４）から、これまでの服用履歴状況を受信し、図４Ｄに示すように、これまでの服用
履歴状況を表示するように構成することができる。
　なお、図４Ａから図４Ｄに示す各表示例において、表示内容には、テキストのみならず
、カラー表示された静止画及び動画を含むことができる。
【００４４】
［サーバ４の構成］
　図５は、サーバ４の構成を示す図である。
　図５に示すように、サーバ４は、少なくとも、制御部４０と、記憶部４１と、通信部４
２とを、を備えている。さらにサーバ４は、必要に応じて表示部４３と、入力部４４と、
を備えることができる。
　第１実施形態では、サーバ４を１つのサーバとして記載するが、サーバ４の各機能を、
適宜複数のサーバに分散する、分散処理システムとしてもよい。また、クラウド上で仮想
サーバ機能等を利用して、サーバの各機能を実現してもよい。また、サーバ４を、例えば
、Ｗｅｂサーバ、アプリケーションサーバ、データベースサーバから構成されるサーバシ
ステムとしてもよい。
【００４５】
　制御部４０はＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏ等を有するプロセッサにより構成され、
各構成部の制御を行う。ＣＰＵは、ＲＡＭ、ＲＯＭ又は記憶部４１から読み出したアプリ
ケーションプログラムを実行し、その実行の際にはＲＡＭ、ＲＯＭ、及び記憶部４１から
情報を読み出し、ＲＡＭ及び記憶部に対して情報の書き込みを行い、通信部４２と信号の
授受を行う。
　制御部４０における制御内容の詳細については、後述する。
【００４６】
　記憶部４１は半導体メモリやハードディスクドライブ等で構成されており、オペレーテ
ィングシステム（ＯＳ）やアプリケーションと呼ばれるソフトウェアが保存される等、種
々の情報が記憶される。
　さらに、記憶部４１には、ユーザー情報データファイル４１０、薬剤情報データファイ
ル４１１及び薬剤服用管理ファイル４１２が記憶されている。
【００４７】
　ユーザー情報データファイル４１０には患者毎にユーザー情報データレコードが作成さ
れ、ユーザー情報データ（例えば、ユーザーＩＤ、パスワード、携帯電話番号、住所、氏
名、健康保険証番号等）が記憶される。
【００４８】
　薬剤情報データファイル４１１は、当該患者のユーザーＩＤとリンクする薬剤情報デー
タレコードを含む。薬剤情報データレコードは、薬袋２に含まれる薬剤毎に、薬袋ＩＤ、
薬剤ＩＤをキーとして、薬剤の名称、薬剤の画像データ、薬剤の効用、薬剤の注意事項、
薬剤の副作用、薬剤師による服用上のアドバイス、薬剤師による患者個人に対するメッセ
ージを含む。
【００４９】
　薬剤服用管理ファイル４１２は、当該患者のユーザーＩＤとリンクする薬剤服用管理レ
コードを含む。薬剤服用管理レコードは、薬袋ＩＤをキーとして、当該薬袋に包装される
全ての薬剤の、薬剤ＩＤ、薬剤の名称、薬剤の画像データ、薬剤の１回あたりの服用量、
薬剤の服用タイミング（例えば、朝昼夜の食前、食中、食後、就寝前、何時間毎等）、及
び服用済又は未服用の状態を示す服用状況データを含む。
【００５０】
　通信部４２は、インターネット回線等のネットワークに接続することができる通信プロ
トコル、及び図示しない無線基地局を通じて電子機器３とパケットデータ等の送受信（デ
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ータ通信）を行う通信プロトコル等を実装する。そうすることで、例えば、電子機器３と
の送受信の場合に無線通信を行うことができる。また、薬局端末１との送受信の場合に、
有線又は無線通信を行うことができる。
【００５１】
　制御部４０は薬剤服用支援のためのプログラムを実行することによって、サーバ４に所
定の手段（以下、「薬剤服用支援制御部」と総称する）として機能させる。
【００５２】
　図５に示すように、制御部４０は、接続処理部４００と、薬剤情報提供部４０１と、薬
剤服用管理情報提供部４０２と、服用期間管理部４０３と、服用履歴提供部４０４と、を
備える。
【００５３】
　接続処理部４００は、患者の携行する電子機器からのログイン処理を実行して、ユーザ
ー情報データファイル４１０等を参照することで、ユーザーが正当な者であることを認証
する。なお、携帯電話番号を認証することにより、自動ログインするようにしてもよい。
　接続処理部４００は、患者が正当な者であることを認証すると、患者に対して、薬剤服
用支援処理を行うように構成することができる。
【００５４】
＜薬剤情報提供部４０１＞
　薬剤情報提供部４０１は、電子機器３から通信部４２を介して受信した、患者により選
択された薬剤の情報データ要求に基づいて、薬剤の情報データを薬剤情報データファイル
４１１から抽出する。
　具体的には、薬袋ＩＤ及び薬剤ＩＤに基づいて、薬剤情報データファイル４１１から対
応する薬剤情報データを検索し、取得する。薬剤情報提供部４０１は、取得した薬剤情報
データを通信部４２を介して、電子機器３に対して送信する。
　なお、薬剤情報提供部４０１は、患者により選択された薬剤の情報データのみならず、
全ての情報データを含む薬剤情報データレコードを電子機器３に対して送信するように構
成してもよい。この場合、電子機器３（情報データ表示部３０６）は、受信した薬剤情報
データレコードから、選択された薬剤情報データを抽出し、表示するように構成してもよ
い。
【００５５】
＜薬剤服用管理情報提供部４０２＞
　薬剤服用管理情報提供部４０２は、電子機器３（薬剤服用管理データ取得部３０２）か
ら通信部４２を介して受信した、薬袋ＩＤをキーとする薬袋に含まれる、現在服用すべき
薬剤の薬剤服用管理データの要求に基づいて、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データ
を生成する。
【００５６】
　具体的には、薬剤服用管理情報提供部４０２は、現在時刻情報に基づいて、現在時刻が
薬剤の服用タイミング（例えば、朝昼夜の食前、食中、食後、就寝前、何時間毎等）の時
間帯のいずれに該当するかを判断する。
【００５７】
　薬剤服用管理情報提供部４０２は、薬袋ＩＤをキーとする薬剤服用管理レコードから、
現在時刻に該当する薬剤の服用タイミングを有する全ての薬剤ＩＤと、当該薬剤ＩＤに対
応する薬剤の名称と、薬剤の画像データ、薬剤の１回あたりの服用量、及び服用済又は未
服用の状態を示す服用状況データを抽出する。
【００５８】
　薬剤服用管理情報提供部４０２は、現在時刻における当該服用状況データが未服用であ
ることの条件が満たされている場合、抽出した現在服用すべき薬剤の薬用管理データ一覧
を通信部４２を介して、電子機器３（薬剤服用管理データ表示部３０３）に対して送信す
る。
　こうすることで、サーバ４（薬剤服用管理情報提供部４０２）は、患者に対して、現在
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服用すべき薬剤情報を提供する。
【００５９】
＜服用期間管理部４０３＞
　患者が現在服用すべき薬剤を服用する際、電子機器３（薬剤服用管理データ表示部３０
３）は、患者により現在服用すべき薬剤の服用チェックボタン３４２をクリックされると
、当該薬剤を服用済みとするイベントデータをサーバ４（服用期間管理部４０３）に通知
する。
　服用期間管理部４０３は、薬剤を服用済みとするイベントデータの受信に応答して、薬
袋２に包装される当該薬剤の服用期間管理データ（服用状況データ）を服用済に更新し、
薬剤の服用状態を最新の状態に維持することができる。
【００６０】
＜服用履歴提供部４０４＞
　電子機器３（服用履歴照会部３０７）は、患者により服用履歴の吹き出し３４４をタッ
プされると、これまでの服用履歴情報の要求をサーバ４（服用履歴提供部４０４）に通知
する。
　サーバ４（服用履歴提供部４０４）は、図４Ｄに示されるような現在までの服用履歴状
況を生成し、電子機器３（服用履歴照会部３０７）に提供する。そうすることで、患者は
、例えば薬剤の服用忘れが発生していたかどうかを確認することができる。
【００６１】
［薬剤服用支援システム１００の処理］
　続いて、図４Ａ～図４Ｄ、図６Ａ～図６Ｃを参照して、薬袋２を電子機器３により撮像
することにより、患者に現在服用すべき薬剤の服用指示情報を提供する場合の、薬剤服用
支援システム１００による薬剤服用支援処理フローを説明する。なお、薬局端末１により
、薬袋２には、薬袋に対応するトリガー画像２Ａが予め印刷されているものとする。また
、サーバ４の薬剤情報データファイル４１１及び薬剤服用管理ファイル４１２は予め作成
されているものとする。
　電子機器３には、薬剤服用支援に係るアプリケーションがインストールされ、起動され
ているものとする。
　図６Ａ～図６Ｃは、薬剤服用支援システム１００が実行する薬剤服用支援処理の流れを
説明するフローチャートである。
　薬剤服用支援処理は、電子機器３が、患者による、薬剤服用支援処理を行うための所定
の操作（例えば、接続処理）を受け付けたことに応じて開始される。
【００６２】
　ステップＳＴ１０１において、撮像部３３は、患者の操作に基づいて撮像部３３から薬
袋２の画像データを取得する。
【００６３】
　ステップＳＴ１０２において、トリガー画像読み取り部３０１は、ステップＳＴ１０１
において撮像された全体画像内に、トリガー画像２Ａを認識し、トリガー画像２Ａを読み
取り、トリガー画像２Ａに埋め込まれている薬袋ＩＤを読み取る。
【００６４】
　ステップＳＴ１０３において、電子機器３（薬剤服用管理データ取得部３０２）は、ス
テップＳＴ１０２において読み取った、薬袋ＩＤをパラメータとして、サーバ４（薬剤服
用管理情報提供部４０２）に対して、現在服用すべき薬剤の服用管理データの取得要求を
する。
【００６５】
　ステップＳＴ２０１において、サーバ４（薬剤服用管理情報提供部４０２）は、電子機
器３（薬剤服用管理データ取得部３０２）から通信部４２を介して受信した、現在服用す
べき薬剤の薬剤服用管理データの要求に基づいて、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理デ
ータを生成する。
【００６６】
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　ステップＳＴ２０２において、サーバ４（薬剤服用管理情報提供部４０２）は、現在服
用すべき薬剤の薬用管理データ一覧を通信部４２を介して、電子機器３（薬剤服用管理デ
ータ表示部３０３）に対して送信する。
【００６７】
　ステップＳＴ１０４において、電子機器３（薬剤服用管理データ表示部３０３）は、サ
ーバ４（薬剤服用管理情報提供部４０２）から取得した現在服用すべき薬剤の薬剤服用管
理データを、例えば図４Ａに示すように、表示部３４に表示する。
【００６８】
　ステップＳＴ１０５において、患者により服用チェックボタン３４２がクリックされた
場合、ステップＳＴ１０６に進む。また、患者により薬剤の吹き出し３４１がタップされ
た場合、ステップＳＴ１０７に進む。また、服用履歴がタップされた場合、ステップＳＴ
１１０に進む。
【００６９】
　ステップＳＴ１０６において、電子機器３（薬剤服用管理データ表示部３０３）は、当
該薬剤を服用済みとするイベントデータをサーバ（服用期間管理部４０３）に通知する。
その後、例えば、所定の戻り操作により、ステップＳＴ１０４に戻る。
【００７０】
　ステップＳＴ２０３において、サーバ４（服用期間管理部４０３）は、イベントデータ
の受信に応答して、当該薬剤の服用管理データ（服用状況データ）を服用済に更新する。
その後、サーバ４は、電子機器３からの要求受信待ちとなる。
　こうすることで、サーバ４（薬剤服用管理情報提供部４０２）は、患者の薬剤服用管理
データを常に最新の状態に維持することができる。
【００７１】
　ステップＳＴ１０７において、電子機器３（ガイダンス表示部３０４）は、図４Ｂに示
すように、当該薬剤の情報データの種別を選択させるためのガイダンス画面を表示する。
【００７２】
　ステップＳＴ１０８において、ガイダンス画面を介して、当該薬剤の薬剤情報データの
種別（例えば、薬剤の効用、服用方法、薬剤の注意事項、薬剤の副作用、アドバイス、又
はメッセージ等）が選択された場合、電子機器３（情報データ取得部３０５）は、薬剤Ｉ
Ｄをパラメータとして、サーバ４（薬剤情報提供部４０１）に対して、薬剤情報データの
取得要求をする。
【００７３】
　ステップＳＴ２０４において、サーバ４（薬剤情報提供部４０１）は、電子機器３（情
報データ取得部３０５）から通信部４２を介して受信した、薬剤情報データの取得要求に
基づいて、薬剤情報データを薬剤情報データファイル４１１から抽出する。
【００７４】
　ステップＳＴ２０５において、サーバ４（薬剤情報提供部４０１）は、ステップＳＴ２
０４において抽出した薬剤情報データを、電子機器３（情報データ表示部３０６）に対し
て送信する。その後、サーバ４は、電子機器３からの要求受信待ちとなる。
【００７５】
　ステップＳＴ１０９において、電子機器３（情報データ表示部３０６）は、図４Ｃに示
すように、当該薬剤の薬剤情報データを表示する。その後、例えば、所定の戻り操作によ
り、ステップＳＴ１０４に戻る。ここで、所定の戻り操作とは、例えば、前画面に戻る操
作ボタンをクリックする操作をいう。
【００７６】
　ステップＳＴ１１０において、電子機器３（薬剤服用管理データ表示部３０３）は、サ
ーバ４（服用履歴提供部４０４）に対して、服用履歴状況を要求する。
【００７７】
　ＳＴ２０６において、サーバ４（服用履歴提供部４０４）は、電子機器３（薬剤服用管
理データ表示部３０３）から通信部４２を介して受信した、服用履歴状況の取得要求に基
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づいて、図４Ｄに示されるような現在までの服用履歴状況を生成する。
【００７８】
　ＳＴ２０７において、サーバ４（服用履歴提供部４０４）は、ステップＳＴ２０６で生
成した服用履歴状況を電子機器３（服用履歴照会部３０７）に送信する。その後、サーバ
４は、電子機器３からの要求受信待ちとなる。
【００７９】
　ＳＴ１１１において、電子機器３（服用履歴照会部３０７）は、サーバ４（服用履歴提
供部４０４）から、これまでの服用履歴状況を受信し、図４Ｄに示すように、これまでの
服用履歴状況を表示する。その後、例えば、所定の戻り操作により、ステップＳＴ１０４
に戻る。
【００８０】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、本発明において、トリガー画像に重畳して吹き出し（薬剤情報）を表示するこ
とには、トリガー画像が撮像画像の画角に含まれる場合に、吹き出し（薬剤情報）を撮像
画像に重畳して表示領域のいずれかの位置に表示することが含まれる。
【００８１】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。
　換言すると、機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。すなわち、上述した一連
の処理を全体として実行できる機能が薬剤服用支援システム１００を構成するいずれかの
コンピュータに備えられていれば足り、この機能を実現するためにどのような機能ブロッ
クを用いるのかは特に示した例に限定されない。
　また、１つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単
体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
【００８２】
［変形例１］
　上述の実施形態においては、電子機器３（薬剤服用管理データ取得部３０２）は、薬袋
ＩＤをパラメータとして、サーバ４（薬剤服用管理情報提供部４０２）に対して、現在服
用すべき薬剤の薬剤服用管理データの取得要求をして、サーバ４（薬剤服用管理情報提供
部４０２）から、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データを受信する構成としている。
すなわち、上述の実施形態においては、クラウド型のシステムとして本発明の機能を実現
している。
　これに対して、例えば、電子機器３は、薬局において薬袋２を処方される際に、薬局端
末１から直接、処方される薬袋２に対応する薬剤服用管理レコードを、例えば近距離無線
通信等を介して受信して、記憶部３１に薬剤服用管理ファイル４１２として記憶する構成
にしてもよい。
　この場合、薬剤服用管理データ取得部３０２は、サーバ４に替えて、記憶部３１（薬剤
服用管理ファイル）にアクセスすることで現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データを取
得するように構成される。
　薬剤情報データファイル４１１についても、同様に記憶部３１に薬剤情報データファイ
ルとして記憶する構成にしてもよい。
　こうすることで、電子機器３がサーバ４の機能を備えるように構成される。
　この場合、電子機器３において、スタンドアローン型のシステムとして本発明の機能を
実現することができる。
　なお、この場合、電子機器３において、行政機関からの薬品に関する情報の更新等に対
応して、薬品情報データベースの内容が更新されたか否かを適宜確認し、薬品情報データ
ベースの内容が更新された場合に、薬品情報データを適宜更新することができる。
【００８３】
　［変形例２］
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　また、電子機器３（情報データ取得部３０５）は、サーバ４（薬剤情報提供部４０１）
に対して、薬剤情報データの取得要求をして、薬剤情報データレコードを受信した際に、
当該薬剤情報データを電子機器３の記憶部３１内にキャッシュファイルとして保存するよ
うに構成してもよい。
　そうすることで、電子機器３（情報データ取得部３０５）が、２回目以降に薬剤情報デ
ータを表示部３４に表示する際に、電子機器３の記憶部３１内にキャッシュファイルとし
て保存される、薬剤情報データレコードにアクセスすることで、サーバ４にアクセスする
頻度をより少ないものとしながら、薬剤情報データを得ることができる。
　なお、この場合、電子機器３において、行政機関からの薬品に関する情報の更新等に対
応して、薬品情報データベースの内容が更新されたか否かを適宜確認し、薬品情報データ
ベースの内容が更新された場合に、薬品情報データを適宜更新することができる。
【００８４】
［変形例３］
　上述の実施形態においては、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データが表示された際
に、服用すべき薬剤の薬剤情報データを知りたい場合、該当する薬剤の吹き出しをタップ
することで、ガイダンス表示部３０４が、患者に対して、薬剤情報データを選択するため
のガイダンス画面を表示部３４に表示し、患者が該当する吹き出しをタップすることで、
薬剤情報データの種別を選択させる構成としている。
　これに対して、現在服用すべき薬剤の薬剤服用管理データが表示された際に、服用すべ
き薬剤の薬剤情報データを知りたい場合、該当する薬剤の吹き出しをタップすることで、
電子機器３は、直接、薬袋ＩＤ、薬剤ＩＤをパラメータとして、サーバ４（薬剤情報提供
部４０１）に対して、薬剤情報データの取得要求をするようにしてもよい。
　そうすることで、電子機器３は、ガイダンス表示をせずに、取得した薬剤情報データレ
コードから、全ての薬剤情報データを表示するように構成してもよい。すなわち、現在服
用すべき薬剤の薬剤服用管理データが表示された際に、服用すべき薬剤の薬剤情報データ
を知りたい場合、該当する薬剤の吹き出しをタップすることで、全ての薬剤情報データを
表示するように構成してもよい。
　例えば、タブレット端末のように、電子機器の表示部３４のサイズが、全ての薬剤情報
データ全体を表示する程度に大きい場合、このように構成することができる。
　また、スマートフォンのように、電子機器の表示部３４のサイズが、全ての薬剤情報デ
ータを同時照会することができない大きさの場合には、ガイダンス画面から表示対象を選
択するように構成することが好ましい。
【００８５】
［変形例４］
　薬剤師が患者に対して説明する服用上のアドバイス、及び患者個人に対するメッセージ
については、薬局端末１は、薬剤師の指示により、薬袋ＩＤ、薬剤ＩＤをキーとして、サ
ーバ４にアクセスし、付加情報データレコードにアクセスすることで、付加情報データレ
コードに含まれるアドバイス及びメッセージをアップロードするように構成することがで
きる。
　そうすることで、必要なタイミングで、薬剤師は患者に対して適切なアドバイス又はメ
ッセージを伝えることが可能となる。
【００８６】
［変形例５］
　患者の携行する電子機器３に対してサーバ４からのプッシュ通知を可能とするように、
薬剤服用支援アプリケーションにプッシュ機能を設定するとともに、デバイス情報をサー
バ４に登録するように構成できる。
　そうすることで、現在時刻が薬剤の服用タイミングの時間帯に該当する場合に、当該薬
剤の薬剤服用管理データをサーバ４から、患者の携行する電子機器３にプッシュ方式で通
知するように構成できる。その結果、患者は、薬剤の服用が必要なタイミングを自動的に
把握することができる。
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【００８７】
　以上のように説明した実施形態及び変形例について、適宜組み合わせることができる。
【００８８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。実施形態及び変形例については、適宜組み合わせることができる。
　また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに
過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００８９】
　１００　薬剤服用支援システム、１　薬局端末、２　薬袋、２Ａ　トリガー画像、３　
電子機器、３０　制御部、３００　接続処理部、３０１　トリガー画像読み取り部、３０
２　薬剤服用管理データ取得部、３０３　薬剤服用管理データ表示部、３０４　ガイダン
ス表示部、３０５　情報データ取得部、３０６　情報データ表示部、３０７　服用履歴照
会部、３１　記憶部、３２　通信部、３３　撮像部、３４　表示部、３５　入力部、４　
サーバ、４０　制御部、４００　接続処理部、４０１　薬剤情報提供部、４０２　薬剤服
用管理情報提供部、４０３　服用期間管理部、４０４　服用履歴提供部、４１　記憶部、
４１０　ユーザー情報データファイル、４１１　薬剤情報データファイル、４１２　薬剤
服用管理ファイル、４２　通信部、５　ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】 【図５】

【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図６Ｃ】
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